
産山村むらづくり支援交付金
5人以上の村民等で構成される地域づくりグループが村の活性化や課題解決のために協働で取り組む事業に対し、20万円
を限度に事業を実施するための活動費を交付します。

熊本県産山村

助成型（※2）

その他

概ね5人以上の村民等で構成される地域づくりグループで、法人格は問わない

～

交付限度額は1グループ20万円

対象事業：
1.環境保全…植栽・美化活動、里山保全、リサイクル活動等
2.地域おこし…イベント活動、定住促進等
3.その他…村長が特に適当と認める活動

企画振興課
電話：0967-25-2211

https://www.ubuyama-
v.jp/kurashinojoho/kakushuhozyokin/communityrelated/797.html
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